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福
祉
・
介
護

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算

療
養
費
制
度
の
お
知
ら
せ

高
齢
介
護
課
緯
運
９
１
５
５

●
制
度
の
概
要

　
世
帯
内
で
同
一
の
医
療
保
険
（
国

民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
な

ど
）
に
加
入
し
て
い
る
人
全
員
の
1

年
間
（
8
月
1
日
～
翌
年
7
月
31
日
）

に
負
担
し
た
同
一
の
医
療
保
険
と
介

護
保
険
の
自
己
負
担
額
（
各
制
度
か

ら
高
額
療
養
費
な
ど
の
支
給
額
に
相

当
す
る
額
を
除
く
）
を
合
計
し
た
額

が
、
自
己
負
担
限
度
額
（
表
1
～
表

3
）
を
超
え
た
場
合
、
申
請
す
る
こ

と
に
よ
り
超
え
た
金
額
を
支
給
し
ま

す
。
た
だ
し
、
超
え
た
金
額
が
５
０

０
円
以
下
の
場
合
は
、
支
給
対
象
に

な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
次
の
負
担
経

費
は
合
算
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

・
福
祉
用
具
購
入
費
、
住
宅
改
修
費
の

1
割
、
2
割
ま
た
は
3
割
負
担
分

・
施
設
サ
ー
ビ
ス
な
ど
で
の
食
費
、

居
住
費
（
滞
在
費
）、
そ
の
他
日

常
生
活
費

・
入
院
時
の
食
事
代
や
差
額
ベ
ッ
ド

代
、
予
防
接
種
な
ど
、
医
療
保
険

適
用
対
象
外
の
医
療

・
要
介
護
状
態
区
分
別
の
支
給
限
度

額
を
超
え
て
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

た
と
き
の
利
用
者
負
担

変
更
前
　
9
時
～
16
時

変
更
後
　
9
時
～
15
時

廿
日
市
・
大
野
地
域
の
家
庭

ご
み
収
集
ル
ー
ト
の
変
更

廃
棄
物
対
策
課
緯
運
９
１
３
３

　
12
月
か
ら
廿
日
市
・
大
野
地
域
で

収
集
し
た
家
庭
ご
み
を
、
新
し
い
ご

み
処
理
施
設
「
は
つ
か
い
ち
エ
ネ
ル

ギ
ー
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
」
の
試
運

転
に
使
用
し
ま
す
。
一
部
の
地
域
の

収
集
ル
ー
ト
が
変
わ
る
可
能
性
が
あ

る
た
め
、
取
り
残
し
が
発
生
し
な
い

よ
う
、
ご
み
は
必
ず
収
集
開
始
時
刻

の
午
前
7
時
30
分
ま
で
に
収
集
場
所

に
持
ち
出
し
て
く
だ
さ
い
。

「
空
き
家
の
手
引
書
」
の
配
布

住
宅
政
策
課
緯
運
９
１
８
７

　
空
き
家
の
問
題
や
空
き
家
に
な
る

の
を
防
ぐ
方
法
、
適
正
管
理
、
活
用

方
法
や
事
例
、
相
談
窓
口
な
ど
、
空

き
家
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を

分
か
り
や
す
く
ま
と
め
た
「
空
き
家

の
手
引
書
」
を
作
成
し
ま
し
た
。

　
空
き
家
の
所
有
者
だ
け
で
は
な
く
、

将
来
空
き
家
を
所
有
す
る
可
能
性
の

あ
る
人
な
ど
、
全
て
の
人
に
役
立
つ

情
報
を
盛
り
込
ん
で
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

配
布
場
所
　
市
役
所
6
階
住
宅
政
策

課
、
各
支
所
地
域
づ
く
り
担
当

新
宮
中
央
公
園
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

維
持
管
理
課
緯
運
９
１
７
３

　
廿
日
市
造
園
緑
化
建
設
業
協
会
と
廿

日
市
市
建
設
協
会
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
、

新
宮
中
央
公
園
（
け
ん
玉
公
園
）
と
周

辺
の
街
路
樹
に
電
飾
を
設
置
し
ま
す
。

と　
き　
12
月
3
日
㈪
～
平
成
31
年

1
月
31
日
㈭

点
灯
時
間
　
17
時
30
分
～
22
時

と
こ
ろ　
新
宮
中
央
公
園
周
辺

佐
伯
中
央
農
業
協
同
組
合

市
役
所
出
張
所
の

営
業
時
間
の
短
縮

会
計
局
緯
運
９
２
１
０

　
平
成
31
年
1
月
4
日
㈮
か
ら
、
佐

伯
中
央
農
業
協
同
組
合
市
役
所
出
張

所
の
窓
口
営
業
時
間
が
、
次
の
と
お

り
変
更
さ
れ
ま
す
。

県
民
手
帳
の
販
売

経
営
政
策
課
緯
運
９
１
２
２

　
２
０
１
９
年
版
広
島
県
民
手
帳
を

販
売
し
て
い
ま
す
。

販
売
期
間
　
平
成
31
年
1
月
31
日
㈭

ま
で

販
売
場
所
　
市
役
所
4
階
経
営
政
策

課
、
各
支
所
地
域
づ
く
り
担
当

価　
格

・
ポ
ケ
ッ
ト
版
　
６
３
０
円
（
税
込
み
）

・
デ
ス
ク
版
　
１
２
０
０
円
（
税
込
み
）

潮
位
表
の
販
売

農
林
水
産
課
緯
運
９
１
４
４

　
日
本
気
象
協
会
中
国
支
店
編
集
の

２
０
１
９
年
版
「
暦
象
と
潮
位
（
広

島
県
の
気
象
）」
を
販
売
し
ま
す
。

販
売
期
間
　
12
月
10
日
㈪
～

※
売
り
切
れ
次
第
終
了

販
売
場
所
　
市
役
所
6
階
農
林
水
産
課

価　
格
　
４
１
０
円
（
税
込
み
）

ミ
ツ
バ
チ
を
飼
育
す
る
場
合
は

「
蜜
蜂
飼
育
届
」
を

農
林
水
産
課
緯
運
９
１
４
３

　
ミ
ツ
バ
チ
を
飼
育
す
る
場
合
は
、

飼
育
群
数
の
多
少
に
限
ら
ず
「
蜜
蜂

飼
育
届
」
の
提
出
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
手
数
料
は
か
か
り
ま
せ

ん
の
で
、
毎
年
1
月
末
ま
で
に
広
島

県
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、

園
芸
作
物
の
花
粉
交
配
用
に
飼
育
す

る
場
合
な
ど
、
届
け
出
が
不
要
な
場

合
も
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
広
島

県
西
部
畜
産
事
務
所
（
緯
０
８
２

（
４
２
３
）
２
４
４
１
）
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

拠
点
の
形
成
に
よ
る
持
続
可
能

な
ま
ち
づ
く
り
計
画
（
立
地
適

正
化
計
画
）
の
説
明
会

都
市
計
画
課
緯
運
９
１
９
０

　
持
続
可
能
な
ま
ち
を
目
指
し
て
、

暮
ら
し
に
必
要
な
機
能
を
適
正
に
配

置
し
、
拠
点
を
形
成
す
る
た
め
の
計

画
の
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

と
き
・
と
こ
ろ

・
12
月
4
日
㈫
　
宮
内
市
民
セ
ン
タ
ー

・
12
月
10
日
㈪
　
串
戸
市
民
セ
ン
タ
ー

・
12
月
17
日
㈪
　
阿
品
台
市
民
セ
ン
タ
ー

※
時
間
は
全
て
19
時
～

水
道
管
の
凍
結
防
止

水
道
局
工
務
課
緯
荏
５
２
９
４

　
気
温
が
マ
イ
ナ
ス
4
度
以
下
に
な

る
と
、
水
道
管
が
破
裂
す
る
事
故
が

多
く
な
る
の
で
、
水
道
管
の
防
寒
対

策
を
し
ま
し
ょ
う
。
特
に
気
象
情
報

で
低
温
注
意
報
が
発
表
さ
れ
た
と
き

は
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

特
に
凍
り
や
す
い
水
道
管

・
管
が
む
き
出
し
に
な
っ
て
い
る

・
北
向
き
の
日
陰
に
あ
る
　
な
ど

水
道
管
を
凍
結
か
ら
守
る
に
は

　
管
に
保
温
チ
ュ
ー
ブ
や
毛
布
を
巻

き
、
濡
れ
な
い
よ
う
上
か
ら
ビ
ニ
ー

ル
テ
ー
プ
な
ど
を
巻
い
て
く
だ
さ
い
。

水
道
管
が
凍
結
し
た
ら

　
自
然
に
溶
け
る
の
を
待
つ
か
、

凍
っ
た
部
分
に
布
や
タ
オ
ル
を
被
せ
、

そ
の
上
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
ぬ
る
ま
湯

を
か
け
て
く
だ
さ
い
。
熱
湯
は
、
水

道
管
が
破
裂
す
る
恐
れ
が
あ
る
の
で

厳
禁
で
す
。

水
道
管
が
破
裂
し
た
ら

　
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内
の
止
水
栓

を
閉
め
て
く
だ
さ
い
。
場
所
が
分
か

ら
な
い
と
き
は
、
応
急
手
当
と
し
て

破
裂
し
た
部
分
に
タ
オ
ル
か
ビ
ニ
ー

ル
テ
ー
プ
を
巻
き
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
に
掲
載
し
て
い
る
水
道
局
指

定
の
給
水
装
置
工
事
事
業
者
に
修
理

を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

公
共
施
設
の
敷
地
内
全
面
禁
煙

健
康
推
進
課
緯
欝
１
６
１
０

　
市
は
受
動
喫
煙
の
防
止
を
図
る
条

例
を
制
定
し
、
平
成
31
年
4
月
1
日

㈪
に
施
行
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

市
の
公
共
施
設
の
敷
地
内
は
、
全
面

禁
煙
と
な
り
ま
す
。

　
肺
が
ん
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
病
気

の
危
険
因
子
と
な
る
た
ば
こ
の
煙
に

よ
る
健
康
へ
の
悪
影
響
を
防
止
し
、

市
民
の
健
康
増
進
を
図
り
、
快
適
で

良
好
な
環
境
を
整
え
て
い
き
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
平
成
30
年
度
の
申
請
案
内

対
象
期
間
　
平
成
29
年
8
月
1
日
～

平
成
30
年
7
月
31
日

申
請
手
続
き

　
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養

費
の
支
給
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ

る
人
は
、
保
険
課
ま
た
は
広
島
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
申
請

方
法
な
ど
の
案
内
が
届
き
ま
す
。
案

内
が
届
い
た
ら
、
保
険
課
へ
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

　
対
象
期
間
中
に
他
市
町
村
か
ら
転

入
し
た
人
な
ど
に
は
案
内
が
届
か
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
被
用
者
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

は
、
各
保
険
者
に
確
認
し
く
だ
さ
い
。

ス
ポ
ー
ツ

サ
ッ
カ
ー
体
験
会

生
涯
学
習
課
緯
運
９
２
０
６

●
廿
日
市
Ｆ
Ｃ
ア
カ
デ
ミ
ー
Ｕ
13

新
中
学
1
年
生
の
サ
ッ
カ
ー
無
料
体
験
会

　「
規
律
」「
献
身
」「
柔
軟
性
」「
楽

し
む
」
の
4
つ
の
柱
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、

サ
ッ
カ
ー
の
指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
。

と　
き　
12
月
6
日
㈭
、
13
日
㈭
、

20
日
㈭
　
18
時
30
分
～
20
時

※
雨
天
中
止

と
こ
ろ　
サ
ン
チ
ェ
リ
ー

対　
象　
小
学
校
6
年
生

持
参
物
　
サ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ル
、
サ
ッ
カ
ー

が
で
き
る
服
装
（
レ
ガ
ー
ス
、
シ
ュ
ー
ズ
）

●
大
人
の
た
め
の
サ
ッ
カ
ー
体
験

　
経
験
や
性
別
な
ど
は
問
い
ま
せ
ん
。

気
軽
に
サ
ッ
カ
ー
を
楽
し
む
こ
と
が

で
き
ま
す
。

と　
き　
12
月
6
日
㈭
、
13
日
㈭
、

20
日
㈭
　
20
時
～
21
時
30
分

※
雨
天
中
止

と
こ
ろ　
グ
リ
ー
ン
フ
ィ
ー
ル
ド

対　
象　
成
人

持
参
物
　
サ
ッ
カ
ー
が
で
き
る
服
装

（
レ
ガ
ー
ス
、
シ
ュ
ー
ズ
）

参
加
費　
1
回
５
０
０
円

●
共
通
事
項

申
込
方
法　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
廿
日
市
ス
ポ
ー

ツ
ク
ラ
ブ
ま
で
電
話
（
緯
曳
４
１

５
０
）
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
（
姉
映

１
１
２
５
）
で
。

昨年のライトアップの様子

表 3　70歳未満で被用者保険に加入の人の自己負担
限度額

所得区分 被用者保険と介護�
保険の支払い総額

標準報酬月額（※3）83万円以上の人 212万円

標準報酬月額　53万～79万円の人 141万円

標準報酬月額　28万～50万円の人 � 67万円

標準報酬月額　26万円以下の人 � 60万円

被保険者が市民税非課税の人など � 34万円

※3　��標準報酬月額は、一般的に定時改定（ 4、 5、 6月の給
料で算定）分を用いて健康保険法などで定めた金額

表 2　70歳未満で国民健康保険に加入の人の自己
負担限度額

所得区分 国民健康保険と�
介護保険の支払い総額

国保加入者の旧ただし書き所得
（※2）の合計が901万円超の人 212万円

国保加入者の旧ただし書き所得の
合計が600万円超901万円以下の人 141万円

国保加入者の旧ただし書き所得の
合計が210万円超600万円以下の人 � 67万円

国保加入者の旧ただし書き所得の
合計が210万円以下の人 � 60万円

同一世帯の世帯主と国保加入者が
市民税非課税の人 � 34万円

※2　�旧ただし書き所得＝総所得金額等－基礎控除（33万円）
総所得金額等…前年の総所得金額と山林所得、株式の
配当所得、譲渡所得などの合計。ただし、退職所得は
含まず、雑損失の繰越控除は控除しません

■平成30年 7 月診療分まで

所得区分

被用者保険（※1）
　　または
国民健康保険
（74歳以下の人）
　　または　��
後期高齢者医療
（75歳以上の人）　

現役並み所得者（医療機関
での自己負担が 3割の人） 67万円

一般（世帯の中に市民税を
課税されている人がいる人） 56万円

低所得者Ⅱ（世帯全員が非
課税の人） 31万円

低所得者Ⅰ（世帯全員が市
民税非課税で、世帯全員の
所得が一定以下（年金収入
80万円以下など）の人）

19万円

※1　��被用者保険は、企業の健康保険、船員保険、共済組合な
どのこと

■平成30年 8 月診療分から

所得区分

被用者保険（※1）
　　または
国民健康保険
（74歳以下の人）
　　または　��
後期高齢者医療
（75歳以上の人）　

課税所得690万円以上 212万円

課税所得380万円以上 141万円

課税所得145万円以上 � 67万円

一般 � 56万円

低所得者Ⅱ � 31万円

低所得者Ⅰ � 19万円

表 1　70歳以上の人の自己負担限度額　
　制度改正により、平成30年 8 月診療分から、70歳以上で現役並み所得者の自己負担限度額が変わります。

■
納
期
限

12
月
25
日
㈫
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
3
期
、
国
民
健
康
保
険
税
6
期
、

介
護
保
険
料
6
期
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
6
期

1
月
4
日
㈮
保
育
料
12
月
、
延
長
保
育
料
12
月
、
留
守
家
庭
児
童
会
利
用
料
12
月
、
市
営
住
宅
使

用
料
12
月
、
市
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料
12
月
、
社
会
福
祉
施
設
入
所
者
負
担
金
11
月

■
夜
間
納
税
窓
口

12
月
20
日
㈭

21
日
㈮
17
時
15
分
〜
19
時
45
分
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